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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　いくつかの構成単位１０を有する足場システム２０であって、
　１つの構成単位１０は、
　相互に実質的に平行に配置された２つの支柱１２と、
　前記支柱の平行な配置を補強する少なくとも２つの補強材１４と、
　を備え、
　前記構成単位は、１つの横連結材１６を有し、前記横連結材１６は、前記２つの支柱１
２の間に取り付けられ、前記２つの支柱１２を連結し、
　前記補強材１４は、さらに前記横連結材の上に配置され、
　前記横連結材１６は、前記支柱１２が延在する縦方向において非対称に配置され、
　前記構成単位１０により構成される前記足場システム２０の使用状態において、前記横
連結材１６の対称位置からのシフト方向がそれぞれ異なる少なくとも２つの構成単位１０
を上下に配置でき、
　前記いくつかの構成単位１０のうちの少なくとも２つの構成単位１０は、異なる高さを
有することを特徴とする足場システム。
【請求項２】
　少なくとも１つの支柱１２は、少なくとも１つの端において接続部品２４を受けるオリ
フィスを含むことを特徴とする請求項１記載の足場システム。
【請求項３】



(2) JP 5492293 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

　前記補強材１４は、前記横連結材１６の上の前記補強材１４の取り付け位置の間に通路
が形成されるように配置されることを特徴とする請求項１または２に記載の足場システム
。
【請求項４】
　前記補強材１４および前記支柱１２の少なくともいずれかの間に、安全部材を配置でき
ることを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の足場システム。
【請求項５】
　前記安全部材は、手摺であることを特徴とする請求項４記載の足場システム。
【請求項６】
　２つの構成単位１０の２つの横連結材１６の間に、歩行可能な支持面が実質的に地面に
平行に配置できることを特徴とする請求項１～５のいずれか１つに記載の足場システム。
【請求項７】
　２つの支柱１２と、非対称に配置された横連結材１６と、を有する第１の構成単位１０
であって、前記横連結材１６が前記２つ支柱１２の間に、大きな通路面と、小さな通路面
と、を画する第１の構成単位１０を立てる第１の工程と、
　２つの支柱１２と、非対称に配置された横連結部材１６と、を含む第２の構成単位１０
であって、前記横連結材１６が前記２つ支柱１２の間に、大きな通路面と、小さな通路面
と、を画する第２の構成単位１０を、前記第１の構成単位に接続する第２の工程と、
　を備え、
　前記第１の構成単位１０との関係において、前記第２の構成単位１０は、２つの前記大
きな通路面が隣接するように前記横連結材１６の向きが異なり、
　前記第１の工程と、前記第２の工程と、を繰り返す請求項１～６のいずれか１つに記載
の足場システムの組立方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、構成単位を有する足場システムとその組立方法に関する。
【０００２】
　建築の分野では、異なる高さで作業を行う必要がある。このため、上下に配置すること
により足場システムを構成できる様々な構成単位（以下、足場ユニット）を利用すること
ができる。そして、異なる足場ユニットを上下に配置することにより、異なる高さまたは
作業位置に到達できる。そのような、足場システムは、天井型枠を組立、分解する際に、
特に有用である。さらに、そのような足場システムは、型枠の負荷を軽減するために使用
される。
【０００３】
（先行技術）
　いくつかの足場ユニットは、先行文献から知ることができるが、そのような足場システ
ムは、理想に近い作業位置を設定するために、作業位置の高さが異なる足場ユニットの組
合せが求められる場合に不利なことがある。
【０００４】
　さらに、上下に組み立てられた足場ユニットの間の通路の高さは、特に、個別の構成ユ
ニットの高さに起因して、しばしば１．８メートル以下となる。このため、人は腰を屈め
て通る必要があり、クロスバーに衝突する危険が高くなる。
【０００５】
　ＥＰ００１４６２３Ａ１には、作業位置を決める足場の高さが予め固定的に定められた
足場システムが開示されている。
【０００６】
　ＤＥ１７４０９９０Ｕには、垂直方向に移動可能な支持構造に縦管を水平方向に並べて
配置し、ねじボルトで固定する足場ユニットが開示されている。
【発明の概要】
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【０００７】
　本発明は、先行技術における問題点を解決し、さらに、構造を簡略化した足場システム
を創作することを目的とする。さらに、この利点は、足場システムの組立方法、および、
足場システムの使用により得られる。
【０００８】
　その目的は、第１に、請求項１に記載された足場システムによって達成される。
【０００９】
　請求項１によれば、足場システムは、相互に実質的に平行配置された２つの支柱と、そ
の平行配置を補強する少なくとも２つの補強材と、を備えた、少なくとも２つの足場ユニ
ットを有する。足場ユニットは、２つの支柱の間に取り付けられ、２つの支柱を連結する
１つだけの横連結材を有し、補強材は、横連結材の上に配置される。使用に当たって、支
柱は、地面に対して垂直に立てられ、全ての要素、すなわち、２つの支柱と、補強材と、
横連結材と、は、実質的に１つの平面内に位置する。好ましくは、２つ以上の足場ユニッ
トが、前後に配置された平行な平面内にそれぞれ配置され、足場ユニット間に設けられた
横方向の補強材、または、筋かいにより、各ユニットが傾斜しないように安定化する。
【００１０】
　このように、１つの横連結材のみを有する足場ユニットにより、安定な足場システムを
有利に提供することができる。さらに、横連結材に補強材を適合させることにより、とり
わけ安定した足場ユニットを設けることができる。補強材は、２つの支柱の間に渡される
ことなく、また、交差することもなく、単に、支柱から横連結材に延設される。
【００１１】
　このように、１つの横連結材だけが設けられ、補強材が脇に設けられるため、前後に配
置された構成ユニットの間に、実質的に障害物のない通路が設けられる点で、特に有益で
ある。本発明に係る足場ユニットによれば、高い安定性を有ながらも、補強材の材料の使
用を少なくし、コストおよび重量を削減することが可能である。さらに、重量の削減によ
り、本発明に係る足場ユニットの組立および解体における人間工学的な取扱いが可能とな
る。
【００１２】
　支柱の縦の延在方向において、横連結材は非対称に配置される。これにより、同じ形状
の足場ユニットの上下を逆にして設置することにより、必要に応じて横連結材を異なる高
さに配置することができる。そして、上下に配置された足場ユニットの間において、とり
わけ高い通路を設けることができる。
【００１３】
　足場ユニットは、さらに、上下に配置され足場システムを構成する。足場ユニットを接
続するためには、接合部品が適合する少なくとも１つのオリフィスを有する支柱の端を少
なくとも１つ設けることが特に有利であることが明らかにされる。これにより、非対称の
横連結材を異なる方向に向け、いくつかの足場ユニットを上下に配置し接続することが、
特に有利に可能となる。
【００１４】
　１つの発展形によれば、横連結材における補強材の付設点の間に通路が形成されるよう
に、補強材が配置される。そして、いくつかの足場ユニットを前後に配置した時、足場ユ
ニットの間に障害物のない通路を特に有利設けることができる。そのような通路の端、す
なわち、一番前および最後の足場ユニットの少なくとも一方に、安全部材、具体的には、
手摺を設けることができる。すなわち、横連結材または支柱に、安全部材を容易に取り外
しできる方法で取り付けることが可能である。そして、人または物が落ちることを、特に
有利に防ぐことができる。
【００１５】
　前述したように、足場システムは、いくつかの足場ユニットを上下に配置することによ
り組み立てられる。そして、非対称に配置された横連結材が、上半分または下半分の範囲
に適宜設置され、個別の足場ユニット間の作業場所および通路の高さを、とりわけ有利に
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変えることができる。
【００１６】
　とりわけ好適な実施形態によれば、実質的に地面に平行に配置された横連結材であって
、２つの足場ユニットのそれぞれの横連結材の間に、歩行可能な支持面が配置される。こ
の方法によれば、道具を置くことができ、人が立てる面を、特に有利に設けることができ
る。
【００１７】
　本発明の目的は、足場システムを組立てる方法によっても達成される。そこでは、２つ
の支柱と、非対称に設けられた横連結材と、を有する第１の足場ユニットが、最初に立て
られる。横連結材は、２つの支柱の間において大小の通路面を画す。次に、２つの支柱と
、非対称に設けられた横連結材と、を有する第２の足場ユニットが、第１の足場ユニット
に接続される。第２の足場ユニットの横連結材も、２つの支柱の間において、大小の通路
面を画す。そして、第２の足場ユニットの横連結材の方向が、第１の足場ユニットとは異
なり、２つの大きい通路面を隣接させる。また、２つの小さい通路面が隣接するように配
置することも可能である。これらの２つのステップは、足場システムが所望の高さに組み
立てられるまで、適宜、繰り返すことができる。言うまでもなく、第３の足場ユニットが
第２の構成ユニットの上に立てられた時、２つの小さな通路面を相互に隣接して配置する
こと、または、１つの小さな通路面と、１つの大きな通路面と、を隣り合わせて配置する
ことのみが可能である。この方法によれば、いかなる場合であっても、非対称に設けられ
た横連結材の適切な配置により、理想的な作業高および作業位置が得られるように、足場
システムを有利に組立てることができる。　
　さらに、本発明の利点は、請求項７に係る足場システムの使用により示される。
【００１８】
　本発明は、以下の図に示された例を参照して、詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】２つの足場ユニットが上下に配置された足場システムの平面図
【図２】２つの足場ユニットを接続する接続部品
【図３】本発明に係る足場ユニットの別の実施形態
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１は、上下に配置されて足場システム２０を構成した２つの足場ユニット１０を示し
ている。足場ユニット１０は、２つの平行な支柱１２をそれぞれ有している。支柱１２は
、横連結材１６により一体に接続される。本実施形態に示された横連結材１６は、支柱１
２が延在する縦方向に非対称、すなわち、支柱の上半分または下半分に配置されている。
上下に配置された２つの支柱１２は、図示しない接続部品２４を介して一体に接続されて
いる。
【００２１】
　補強材１４は、支柱１２から横連結材１６へ斜めに延在する。これにより、足場ユニッ
トの剛性が増す。一方の補強材１４は、横連結材１６の上の面において、それぞれの支柱
から横連結材へ斜めに延在し、他方の補強材１４は、横連結材１６の下の面において、そ
れぞれの支柱から横連結材へ斜めに延在する。
【００２２】
　補強材１４は、横連結材１６および支柱１２に溶接される。また、ねじ、リベット等に
より固定される形態でも良い。
【００２３】
　図１に示すように、いくつかの足場ユニットを上下に配置し、足場システム２０を構成
することができる。特に、横連結材１６が非対称に配置されているため、同じ形状の２つ
の足場ユニット１０を、横連結材１６の向きが逆になるように上下に配置することができ
る。これは、足場ユニット１０を逆向きに上下に配置することにより実現できる。これに



(5) JP 5492293 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

より、２つの隣接する足場ユニットの間に、必要に応じて広、狭または中間の通路面積を
形成できる。広い通路面積は、足場ユニット１０の大きな通路面が相互に隣接するように
、２つの足場ユニット１０を上下に配置することにより形成できる。狭い通路面積は、小
さな通路面が相互に隣接するように足場ユニット１０を上下に配置することにより、足場
システム２０の２つの足場ユニット１０の間に形成できる。中間の通路面積は、非対称の
横連結材１６の方向を同じにして、足場ユニット１０を上下に配置することにより、足場
システム２０の２つの足場ユニット１０の間に形成できる。
【００２４】
　さらに、実質的に前後に配置された２つの足場ユニット１０の間に歩行可能な支持面を
配置することができる。支持面は、足場ユニット１０の両方の配置方向において確実に保
持され、歩行可能であるように横連結材１６の上に保持される。
【００２５】
　いくつかの足場ユニットを上下および前後の少なくともいずれかに配置することにより
、上下に配置された足場ユニットの間に異なる通路高（低、中、高）を構成することが可
能な足場システムを設けることができる。
【００２６】
　構成可能な作業高および通路高の大きな自由度を確保するために、異なる高さの足場ユ
ニット１０に互換性を持たせることができる。例えば、足場ユニット１０は、おおよそ１
．８ｍ、１．２ｍまたは０．９ｍの高さを有することができる。横連結材１６は、それぞ
れのケースに応じて、好ましくは、支柱１２の３分の１の高さに非対称に配置される。そ
して、例えば、２つの１．８ｍの高さの支柱を、横連結材の向きが異なるように上下に配
置することにより（広い通路面積）、理論上の通路高２．４ｍ（２×１．２ｍ）から横連
結材の高さを差し引いても、２ｍを超える通路高が得られる。
【００２７】
　安全部材は、具体的には手摺であるが、けがを防ぐために、補強部材１４の間、または
、支柱１２の間の通路の端に着脱可能に配置される。横連結材１６の両側において、補強
部材１４および支柱１２の少なくともいずれかに、安全部材１９の固定点が設けられる。
安全部材が補強部材１４の上に配置される場合は、横連結材１６の両側において、補強部
材１４に取り付けられるように、その長さの可調性が確保されなければならない。
【００２８】
　上下に配置された足場ユニット１０を有する足場システム２０では、足場ユニットを上
下に配置するために、２つの足場ユニット１０の間に接合部品が配置される。
【００２９】
　図２は、そのような接合部品２４を例示している。接続部品２４は、好ましくは円形の
断面を有する支柱１２よりも大きな直径を有する挿入リミッタ２８に接触するまで、支柱
１２に挿入される。そして、固定部２６が、支柱１２に形成された固定穴に係合する。接
続部品２４に適合して、足場ユニット１０の上に重ねて配置される足場ユニット１０は、
接続部品２４を用いて同じ要領で接続される。これにより、足場ユニット１０のフレキシ
ブルな上下配置が確保され、足場システム２０が構成される。
【００３０】
　支柱１２と接続部品２４の固定は、別の方法でも良い。接続部品２４は、例えば、プッ
シュボルト、リンチピン、クリップなどにより、支柱１２に固定または留められる。
【００３１】
　支柱１２の端または接続部品２４は、支柱１２および接続部品２４の両方にスピンドル
をねじ込める寸法を有する。スピンドルは、地面に配置される支柱の高さを補償する。こ
れにより、足場ユニットは、平坦でない地面の上に立てることができ、その高さは、正確
に調整される。このようなスピンドルは、建築の分野で利用されている。
【００３２】
　図３は、本発明に係る足場ユニット１０の別の実施形態を示す。同じまたは類似した要
素は、同じ符号を付している。図３は、支柱１２の長さが１．４ｍ未満、好ましくは、お
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およそ０．９ｍまたは１．２ｍの足場ユニット１０を示している。この足場ユニット１０
では、それぞれの支柱１２に、図１に表したものと類似する補強部材１４が１つだけ設け
られる点で有利である。横連結材１２は非対称に配置され、補強部材１４は、好ましくは
、横連結材１２の支柱１２の長い部分が延在する側に設けられる。図３の実施形態では、
それぞれの側に２つの補強部材を有する。
【００３３】
　また、全ての実施形態において、横連結材１６の下側において足場ユニット１０の一方
の支柱１２に補強部材１４を配置し、横連結材１６の上側において、他方の支柱１２に補
強部材１４を配置することが可能である。

【図１】 【図２】
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【図３】
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